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中

和

孝

は
じ
め
に

十
四
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
成
立
し
た
『
井
蛙
抄
』
は
、
為
世
か
ら
二
条
家
秘
伝
を
伝
受
し
た
（
注
１
）
頓
阿
（
正
応
二１２８９

年
生
〜
応
安

五１３７２

年
三
月
一
三
日
没
）
が
記
し
た
歌
学
書
で
あ
る
が
、
従
来
当
家
秘
伝
の
み
を
記
す
は
ず
の
歌
学
書
に
、
他
家
秘
伝
を
も
記
し
て
い

る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
そ
の
中
に
歌
の
家
と
し
て
は
消
滅
に
瀕
し
て
い
た
六
条
家
秘
伝
を
、
当
時
隆
盛
を
極
め
て
い
た
二
条
家
が
引

き
受
け
る
と
い
う
事
象
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
は
、『
井
蛙
抄
』
巻
六
（
雑
談
篇
）
に
記
さ
れ
た
六
条
家
秘
伝
を
検
証
し
、
こ
の
時
代
の
歌
壇
が
二
条
家
を
中
心
と
し
て
、
ど
の
よ

う
な
時
代
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
か
を
捉
え
る
。
こ
れ
は
現
存
の
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
に
お
い
て
、
六
条
家
秘
伝
書
が
存
在
す
る
こ
と
（
注

２
）
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
、
起
筆
の
キ
ッ
カ
ケ
と
な
っ
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

一
―
１

独
古
か
ま
く
び

〔
用
例
１
〕

―１―
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一
条
法
印
云
。
左
大
将
家
「
六
百
番
哥
合
」
の
時
、
左
右
人
数
日
々
ニ
参
じ
て
加
評
定
て
、
左
右
申
詞
を
被
書
け
り
。
自
余
人
数
不
参

の
日
あ
れ
共
、
寂
蓮
・
顕
昭
ハ
毎
日
ニ
参
て
い
さ
か
ひ
あ
り
け
り
。
顕
昭
ハ
ひ
じ
り
に
て
独
古
ヲ
持
タ
リ
ケ
リ
。
寂
蓮
ハ
か
ま
く
び
も

た
て
ゝ
い
さ
か
ひ
け
り
。
殿
中
ノ
女
房
、「
例
ノ
独
古
か
ま
く
び
」
と
名
付
ら
れ
け
り
ト
云
々
。（
第
三
五
節
）（
注
３
）

『
六
百
番
歌
合
』
は
建
久
三１１９２

年
九
条
良
経
が
企
画
出
題
し
た
歌
合
で
あ
り
、
新
古
今
集
撰
集
（
三
四
首
入
集
）
な
ど
、
後
世
の
和

歌
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
判
者
の
藤
原
俊
成
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
歌
論
を
展
開
す
る
足
掛
か
り
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
と
き

の
歌
の
判
定
を
め
ぐ
っ
て
、
六
条
派
の
顕
昭
と
御
子
左
派
の
寂
蓮
と
の
二
人
の
論
争
が
二
十
番
に
わ
た
り
繰
り
拡
げ
ら
れ
、
こ
の
二
人
の
論

争
の
様
子
が
「
独
古
か
ま
く
び
」
と
う
わ
さ
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

源
俊
頼
（
天
喜
三１０５５

年
〜
大
治
四１１２９

年
一
一
月
）
や
藤
原
基
俊
（
康
平
三１０６０

年
〜
康
治
元１１４２

年
一
月
一
六
日
）
ら
の
没
後
、

歌
壇
の
中
心
を
担
っ
た
の
が
六
条
顕
季
の
一
子
、
顕
輔
（
寛
治
四１０９０

年
〜
久
寿
二１１５５

年
）
で
あ
る
。
六
条
家
は
歌
の
家
と
し
て
万
葉

集
他
の
典
拠
を
重
視
す
る
実
証
主
義
を
確
立
し
、
そ
の
歌
評
意
識
は
清
輔
、
重
家
と
続
き
、
顕
輔
の
養
子
と
な
っ
た
顕
昭
（
大
治
五１１３０

年
〜
承
元
三１２０９

年
頃
）
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。
顕
昭
は
守
覚
法
親
王
の
信
任
を
得
な
が
ら
、
多
く
の
注
釈
書
を
著
す
が
、『
六
百
番
歌

合
』
の
際
の
寂
蓮
と
の
論
争
が
六
条
家
歌
論
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

俊
成
の
歌
評
意
識
を
表
わ
す
『
六
百
番
歌
合
』
の
判
詞
が
残
さ
れ
て
い
る
。
秋
・
残
暑
、
六
番
の
判
詞
の
例
を
次
に
示
す
。

打
ち
寄
す
る
浪
よ
り
秋
の
竜
田
川
さ
て
も
忘
ぬ
柳
蔭
か
な
（
左
・
女
房
）

秋
浅
き
日
影
に
夏
は
残
れ
ど
も
暮
る
ゝ
籬
は
萩
の
上
風
（
右
・
信
定
）

判
云
、
左
歌
、「
波
よ
り
秋
の
」
な
ど
、
い
と
お
か
し
く
は
見
え
侍
を
、「
柳
陰
」
に
と
り
て
ぞ
、
竜
田
河
は
「
紅
葉
流
る
ゝ
」
な
ど

古
く
も
詠
め
る
は
、
今
少
し
幽
玄
に
侍
を
、「
柳
蔭
」
は
中
古
も
詠
み
侍
れ
ど
、
少
し
俗
に
近
く
や
侍
ら
ん
。
右
歌
、
先
に
二
番
の

右
に
や
侍
つ
る
歌
の
同
心
詞
に
は
侍
れ
ど
、「
秋
浅
き
」、
聞
き
に
く
し
と
も
覚
え
侍
ら
ず
。「
暮
る
ゝ
籬
」
も
、
艶
に
こ
そ
聞
え
侍
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れ
。
左
は
首
尾
相
叶
、
難
な
く
見
え
、
右
は
有
余
情
之
体
に
侍
べ
し
。
な
ず
ら
へ
て
可
為
持
。

俊
成
は
後
に
歌
論
書
『
古
来
風
体
抄
』
を
著
し
、
ま
た
、
多
く
の
歌
合
判
詞
の
中
に
「
幽
玄
」
「
艶
」
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
（
注
４
）

が
、
そ
の
二
つ
の
評
語
が
こ
こ
に
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
評
語
に
添
え
ら
れ
た
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
「
首
尾
相
叶
」「
有
余
情
之

體
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
同
判
詞
に
は
、
俊
成
の
有
名
な
言
葉
と
し
て
後
世
伝
え
ら
れ
る
、「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
な
り
。」（
冬
・
枯
野
、
十

三
番
）
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、『
六
百
番
歌
合
』
の
左
方
の
方
人
で
あ
っ
た
顕
昭
が
、
俊
成
の
判
詞
に
反
駁
し
た
『
六
百
番
陳
状
』
の
記
述
が
あ
る
。
春
上
・
元

日
宴
で
、
万
葉
集
の
例
歌
を
三
首
示
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

故
六
条
左
京
大
夫
顕
輔
卿
被
申
侍
し
は
、
先
親
修
理
大
夫
顕
季
卿
予
に
万
葉
集
を
講
じ
給
ひ
し
時
云
、
万
葉
集
は
た
ゞ
和
歌
の
竃
に
て

納
箱
中
て
可
持
。
常
に
披
み
て
不
可
好
読
。
和
歌
損
ず
る
物
な
り
と
云
々
。
又
後
日
ニ
、
俊
頼
朝
臣
同
様
に
諷
諌
仕
り
き
。
但
此
両
人
、

共
に
万
葉
の
詞
を
取
り
て
よ
く
詠
ぜ
る
人
な
り
。

こ
こ
に
顕
昭
は
、
養
父
の
顕
輔
が
庭
訓
と
し
た
「
万
葉
集
は
た
ゞ
和
歌
の
竃
」
が
父
の
顕
季
か
ら
伝
授
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
さ
ら
に
は
同
門
（
顕
季
―
顕
輔
の
六
条
藤
家
に
対
し
、
六
条
源
家
と
称
さ
れ
る
）
の
源
俊
頼
の
姿
勢
に
も
言
及
し
て
い
る
の
で
あ

る
。『

井
蛙
抄
』
で
寂
蓮
・
顕
昭
の
論
争
が
記
さ
れ
た
の
は
、
二
条
家
の
祖
、
俊
成
か
ら
定
家
、
そ
し
て
定
家
か
ら
そ
の
子
孫
へ
と
口
伝
と
し

て
継
承
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
六
条
家
と
御
子
左
家
の
一
騎
打
ち
と
な
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
史
上
最
大
の
『
六
百
番
歌
合
』
は
、

「
歌
の
家
」
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
大
企
画
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
せ
る
の
で
あ
る
。
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一
―
２

仁
安
六
条
院
践
祚
時

〔
用
例
２
〕

戸
部
云
。
大
嘗
会
哥
ハ
仁
安
六
条
院
践
祚
時
、
大
夫
入
道
詠
之
。
貞
応
後
堀
河
院
御
時
、
被
仰
京
極
中
納
言
、
堅
申
子
細
。
仁
安
も
非

嘉
例
之
上
、
現
任
ノ
公
卿
な
ど
不
詠
。
儒
者
若
ハ
諸
大
夫
な
ど
の
家
よ
り
出
た
る
輩
詠
来
故
也
。「
可
挙
申
其
仁
」之
由
、
西
園
寺
内
々

被
申
之
間
、「
家
隆
知
家
等
可
為
其
仁
歟
」
之
由
申
之
。
是
皆
自
諸
大
夫
家
出
た
る
故
也
。（
第
四
一
節
）

大
嘗
会
歌
と
は
天
皇
の
即
位
式
前
に
行
わ
れ
た
践
祚
式
の
料
と
し
て
詠
進
さ
れ
る
屏
風
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
悠
紀
（
ゆ
き
）・
主
基
（
す

き
）
の
二
方
に
奉
仕
す
る
歌
人
に
は
、「
現
任
ノ
公
卿
な
ど
不
詠
」「
儒
者
若
ハ
諸
大
夫
な
ど
の
家
よ
り
出
た
る
輩
」
と
す
る
と
決
め
ら
れ
て

い
る
。
仁
安
の
年
す
な
わ
ち
六
条
天
皇
の
と
き
は
大
夫
入
道
俊
成
に
任
ぜ
ら
れ
、
貞
応
の
年
す
な
わ
ち
後
堀
河
天
皇
の
と
き
は
京
極
中
納
言

定
家
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
西
園
寺
公
経
が
内
々
に
命
ぜ
ら
れ
、
歌
人
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
当
初
「
家
隆
知
家
等
」
が
推
挙
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

家
隆
（
保
元
三１１５８

年
〜
嘉
禎
三１２３７

年
四
月
九
日
）
は
『
守
覚
法
親
王
家
五
十
首
』
の
歌
人
を
務
め
る
な
ど
、
法
親
王
の
信
任
が
あ

り
、
ま
た
、
隠
岐
配
流
の
後
鳥
羽
院
と
の
篤
い
信
頼
関
係
も
あ
り
、
六
条
家
と
親
密
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
知
家
（
寿
永
元１１８２

年
〜
正
嘉

二１２５８

年
一
一
月
）
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
六
条
家
流
で
あ
り
な
が
ら
、
晩
年
に
御
子
左
派
の
定
家
門
下
と
な
っ
た
経
緯
を
持
っ
て
い

る
。橘

逸
成
編
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
に
は
和
歌
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
家
隆
に
つ
い
て
次
の
逸
話
を
記
す
。「
土
御
門
院
御
百
首
」

の
折
、
御
製
歌
を
ま
ず
家
隆
に
お
見
せ
な
り
、「
あ
ま
り
に
目
出
た
く
不
思
議
に
お
ぼ
え
」
た
の
で
、
詠
者
の
名
前
を
隠
し
て
定
家
に
送
っ

た
と
こ
ろ
、「
合
点
し
て
褒
美
の
詞
」
が
付
さ
れ
て
返
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
後
嵯
峨
院
の
御
時
の
「
百
首
歌
」
で
は
、
同
様
に
御
製
歌
を
家

隆
に
お
見
せ
に
な
る
と
、
家
隆
は
「
見
も
は
て
ら
れ
ず
前
に
う
ち
お
き
て
、
は
ら
は
ら
と
泣
」
い
た
。
家
隆
に
つ
い
て
は
こ
の
他
に
三
つ
の

―４―
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逸
話
が
記
さ
れ
、
定
家
と
並
び
称
さ
れ
た
歌
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
書
に
は
知
家
に
つ
い
て
次
の
逸
話
を
記
す
。
順
徳
院
の
御
時
の
「
当
座
歌
合
」
の
折
、
作
者
名
を
隠
し
て
衆
議
判
で
行
わ
れ
た

と
き
、「
古
寺
の
月
」
の
題
で
知
家
に
命
じ
ら
れ
、「
昔
お
も
ふ
た
か
の
の
山
の
ふ
か
き
夜
に
暁
と
ほ
く
す
め
る
月
か
げ
」（
後
撰
集
巻
十
七

入
集
）
と
詠
ず
る
と
、
院
の
「
御
感
」
が
あ
っ
た
。
知
家
は
そ
の
後
、
褒
美
と
し
て
い
た
だ
い
た
厚
紙
（
鳥
の
子
紙
）
を
住
吉
神
社
に
奉
納

し
た
と
さ
れ
る
。
知
家
に
つ
い
て
も
家
隆
同
様
に
高
い
歌
徳
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

『
井
蛙
抄
』
で
俊
成
・
定
家
の
名
と
と
も
に
、
家
隆
・
知
家
の
名
が
並
び
称
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
右
の
『
古
今
著
聞
集
』
と
同
類
の
説

話
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
家
隆
は
後
世
に
家
隆
流
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
（
注
５
）
が
、
御
子
左
派
の
定
家
に
は
忘
れ
ら
れ

な
い
二
人
の
歌
人
の
偉
業
を
伝
え
る
こ
と
が
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
頓
阿
に
と
っ
て
も
、
定
家
同
様
の
扱
い
を
し
た
の
で
あ
る
。

一
―
３

知
家
卿
父
顕
家
非
堪
能

〔
用
例
３
〕

又
云
。
知
家
卿
、
父
顕
家
非
堪
能
。
此
道
事
微
弱
、
京
極
中
納
言
取
立
諷
諌
之
。
彼
家
説
も
父
よ
り
ハ
不
受
。
中
納
言
入
道
、
其
家
説

か
や
う
な
る
ぞ
と
を
し
へ
た
て
ら
れ
て
、
器
量
た
り
と
て
、
哥
合
な
ど
に
も
毎
度
称
美
之
。
新
勅
撰
哥
数
な
ど
も
被
賞
翫
。
老
後
ま
で

当
家
門
弟
に
て
侍
し
が
、
中
納
言
入
道
逝
去
之
後
、
向
背
の
心
出
来
て
、「
宝
治
御
百
首
哥
」、
非
当
家
風
躰
事
共
お
ほ
く
よ
め
り
。
不

知
恩
事
也
。（
第
四
二
節
）

顕
家
・
知
家
父
子
は
六
条
家
流
を
継
承
す
る
が
、
と
り
わ
け
知
家
は
「
彼
家
（
注
―
六
条
家
）
説
も
父
よ
り
ハ
不
受
」、
ま
た
、
御
子
左

家
の
定
家
に
入
門
後
、「
其
家
（
注
―
六
条
家
）
説
か
や
う
な
る
ぞ
と
を
し
へ
た
て
ら
れ
」
て
、
定
家
の
教
え
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、

老
後
に
な
っ
て
定
家
が
逝
去
す
る
と
、「
向
背
の
心
」
が
生
じ
、「
宝
治
御
百
首
哥
」
で
は
「
非
当
家
（
注
―
御
子
左
家
）
風
躰
」
の
歌
を
多

―５―
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く
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

宝
治
百
首
は
続
後
撰
集
撰
進
の
た
め
に
、
応
制
百
首
の
詠
進
の
命
が
下
っ
た
も
の
で
、
宝
治
元１２４７

年
に
歌
題
が
下
さ
れ
、
同
二
年
に

詠
進
が
完
了
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
に
「
宝
治
百
首

六
条
知
家
」
と
外
題
さ
れ
た
一
本
（
歌
題
・

和
歌
本
文
と
も
に
、
主
に
漢
字
交
じ
り
の
片
仮
名
書
き
）
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
撰
者
を
務
め
た
為
家
の
も
と
に
、

撰
集
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
家
（
六
条
家
）
の
家
集
を
撰
集
後
に
捨
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
手
元
ひ

い
て
は
現
在
の
冷
泉
家
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

宝
治
百
首
を
詠
ん
だ
時
、
六
十
七
歳
の
知
家
（
寿
永
元１１８２

年
〜
正
嘉
二１２５８

年
一
一
月
）
は
定
家
子
の
為
家
に
対
し
て
、「
判
の
お

も
む
き
定
め
て
ひ
か
こ
と
承
て
侍
り
つ
ら
め
と
い
さ
ゝ
か
お
ほ
つ
か
な
き
」（『
蓮
性
陳
状
』、
後
嵯
峨
院
歌
合
の
判
者
は
為
家
）
と
し
て
、

非
難
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
「
不
知
恩
事
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
百
首
歌
が
為
家
の
手
元
に
残
さ
れ
た
の
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
る
に
し
て
も
、
確
か
な
事
実
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。

『
井
蛙
抄
』
で
は
知
家
の
逸
話
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
（
巻
六
第
四
一
節
〜
第
四
四
節
の
三
節
に
わ
た
る
）。
知
家
に
歌
道
上
の
反
旗
の

心
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
定
家
歌
論
を
重
視
す
る
頓
阿
に
と
っ
て
、「
定
家
卿
不
難
之
可
為
勝
之
由
定
申
」

「
定
家
卿
殊
更
わ
き
ま
へ
申
事
に
て
候
き
」「
多
く
定
家
卿
の
判
は
か
り
を
書
の
せ
候
」（『
蓮
性
陳
状
』）
と
し
て
、
定
家
歌
論
を
拠
り
所
と

し
た
知
家
の
歌
評
意
識
は
見
逃
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
―
４

隆
博
卿
ハ
行
家
ニ
ハ
お
と
り
て

〔
用
例
４
〕

小
倉
黄
禅
云
。
隆
博
卿
ハ
行
家
卿
ニ
ハ
無
題
ニ
お
と
り
て
世
も
お
も
へ
り
。
誠
ニ
さ
こ
そ
侍
り
け
め
。
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亀
山
院
御
時
、
山
城
国
名
所
ヲ
賦
す
る
「
百
韻
御
連
哥
」
侍
し
に
、
よ
の
つ
ね
の
や
さ
し
き
名
所
ハ
大
略
過
て
、「
今
ハ
俗
ニ
い
ひ
つ

け
た
る
、『
か
ら
す
き
が
は
な
』『
四
の
宮
が
ハ
ら
』
な
ど
や
う
の
名
所
を
も
と
る
べ
し
」
と
さ
た
あ
り
し
時
、
為
氏
卿
、

ち
ぎ
り
し
の
ミ
や
か
ハ
ら
ざ
る
ら
ん

と
被
付
た
り
し
。
叡
感
も
あ
り
。
諸
人
奇
特
ニ
思
ひ
て
、
隆
博
卿
、
す
こ
し
の
相
対
に
も
及
が
た
き
由
、
人
々
思
た
り
。
勅
定
ニ
「
隆

博
付
よ
」
と
仰
事
侍
け
れ
バ
、

つ
ら
か
ら
ず
き
か
バ
な
べ
て
ぞ
た
の
ま
ゝ
し

と
付
た
り
し
。「
さ
す
が
也
」
と
云
さ
た
侍
り
き
。（
第
四
五
節
）

行
家
・
隆
博
父
子
は
と
も
に
和
歌
に
優
れ
て
い
て
、
と
く
に
行
家
は
続
古
今
集
の
撰
者
に
加
撰
さ
れ
た
こ
と
（
第
一
節
）
や
、「
弘
長
仙

洞
百
首
」
の
歌
人
と
な
り
、「
誠
哥
こ
と
に
お
ほ
や
け
し
く
、
た
け
た
か
く
、
う
る
ハ
し
き
躰
」「
百
首
ハ
是
を
本
に
て
詠
ず
べ
し
」
と
評
さ

れ
た
こ
と
（
第
二
六
節
）
が
『
井
蛙
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
隆
博
は
永
仁
勅
撰
の
撰
者
に
指
名
さ
れ
る
（
同
元１２９３

年
八
月
二
七
日
、
『
伏

見
院
宸
記
』）
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
奉
納
以
前
に
逝
去
し
て
し
ま
う
。

隆
博
（
生
年
未
詳
〜
永
仁
六１２９８

年
一
二
月
五
日
）
は
八
省
の
う
ち
三
卿
（
刑
部
・
宮
内
・
大
蔵
）
を
歴
任
す
る
と
い
う
、
官
位
に
恵

ま
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
現
存
す
る
私
家
集
が
な
い
。
歌
人
と
し
て
は
勅
撰
集
に
六
十
二
首
入
集
し
て
い
る
か
ら
、
相
応
の
歌
人
で
あ
る
。

仁
和
寺
関
係
の
歌
僧
の
歌
が
多
く
入
集
し
て
い
る
『
閑
月
和
歌
集
』（
高
松
宮
蔵
本
）
に
は
、
永
仁
勅
撰
の
撰
者
四
人
の
う
ち
、
為
世
四
首
、

雅
有
・
為
兼
各
二
首
な
の
に
対
し
、
知
家
は
五
首
入
集
し
て
い
る
。
六
条
家
で
み
る
と
、
知
家
四
首
、
行
家
二
首
が
入
集
し
て
お
り
、
歌
の

家
の
扱
い
と
し
て
は
相
応
で
あ
ろ
う
。

『
井
蛙
抄
』
で
為
氏
と
連
歌
を
対
等
に
詠
み
合
う
隆
博
に
、
亀
山
院
の
「
さ
す
が
也
」
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
頓
阿
独

自
の
評
価
（
同
情
）
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
二
条
家
の
他
家
尊
敬
の
姿
勢
の
表
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
俊
成
・
定
家
以
来
の
御
子
左
家
の
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歌
論
の
中
で
、『
六
百
番
歌
合
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
六
条
家
は
一
家
を
凌
ぐ
歌
の
家
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
注
６
）
が
、

そ
の
歌
論
は
等
閑
に
は
で
き
な
い
伝
統
歌
論
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
―
５

隆
教
卿
わ
か
く
て
ハ
非
器
也

〔
用
例
５
〕

隆
教
卿
、
わ
か
く
て
ハ
非
器
也
。
住
吉
・
玉
津
嶋
へ
被
参
詣
け
り
。
近
比
ハ
道
も
さ
る
躰
ニ
成
て
、
人
も
思
た
り
き
。
哥
合
判
詞
な
ど

か
ゝ
れ
た
る
ハ
、
世
に
昔
覚
た
る
様
ニ
見
え
き
。
先
年
、
宗
匠
、
亭
ノ
会
に
も
被
来
き
。
披
講
躰
、
も
て
な
し
た
る
さ
ま
な
ど
、
さ
る

人
と
お
ぼ
え
き
。
故
宗
匠
も
九
条
二
位
が
披
講
ノ
席
ニ
ア
ル
テ
イ
、
惟
継
・
実
任
な
ど
に
ハ
、
さ
す
が
不
相
似
と
て
被
感
き
。

（
第
七
七
節
）

隆
教
は
顕
季
よ
り
六
代
目
、
知
家
よ
り
三
代
目
の
六
条
家
流
で
あ
り
、
父
隆
博
の
指
導
に
よ
り
歌
の
家
の
教
え
を
継
承
し
（
注
７
）、
歌

の
神
で
あ
る
住
吉
・
玉
津
嶋
の
両
神
社
に
も
参
詣
し
て
い
た
。
ま
た
、「
哥
合
判
詞
な
ど
か
ゝ
れ
た
る
ハ
、
世
に
昔
覚
た
る
様
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
世
の
評
判
も
よ
か
っ
た
が
、
ど
う
し
て
「
非
器
」
と
さ
れ
、
後
に
歌
徳
を
失
く
す
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。

隆
教
（
文
永
六１２６９

年
〜
貞
和
四１３４８

年
一
〇
月
一
五
日
）
は
、
晩
年
の
七
十
五
歳
の
時
、
花
園
上
皇
の
企
画
監
修
に
よ
る
、
光
厳
上

皇
独
撰
の
風
雅
集
撰
集
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
際
、「
前
藤
中
納
言
（
資
明
か
）
に
書
状
を
送
り
、
撰
者
が
一
人
で
あ
る
の
は
よ
く
な
い
か

ら
是
非
私
を
召
し
加
え
て
欲
し
い
、
と
希
望
し
た
」
が
、
か
な
わ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。「
こ
の
事
は
隆
教
が
撰
集
計
画
の
全
く
圏
外
に
い

た
事
」
の
表
れ
（
注
８
）
と
さ
れ
る
が
、
隆
教
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
失
態
が
見
て
取
れ
る
。
花
園
上
皇
に
よ
る
、
次
の
日
記
を
示
す
。

大
嘗
会
和
歌
、
悠
紀
資
名
卿
、
主
基
隆
教
、
内
々
進
之
、
朕
一
見
之
処
、
難
波
宮
梅
詠
之
、
此
事
聊
可
有
議
歟
之
由
、
内
々
申
之
、
仍

有
御
尋
之
処
、
季
経
元
応
資
宣
正
応
等
、
詠
之
由
申
之
、
然
而
事
儀
尚
聊
可
避
之
歟
、
後
日
詠
改
之
、
可
然
事
也
、
又
此
河
石
者
為
星
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鞆
ト
詠
之
、
聊
似
有
議
、
又
可
有
御
尋
歟
之
由
申
之
処
、
日
本
紀
新
羅
王
詞
之
由
申
之
、
非
深
難
歟
、
仍
不
及
改
之
、
但
聊
似
無
詮
歟
、

…
（
中
略
）
…
本
文
、
房
範
在
成
等
朝
臣
書
進
之
、
一
見
之
処
無
相
違
、
今
度
清
書
、
悠
紀
行
尹
、
主
基
行
信
也
（
『
花
園
天
皇
宸
記
』

元
弘
二
年１３３２

一
一
月
七
日
条
）

隆
教
は
花
園
上
皇
と
の
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
宮
中
に
広
ま
ら
な
い
は

ず
は
な
く
、
為
世
の
耳
に
も
入
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
井
蛙
抄
』
に
隆
教
の
逸
話
を
記
す
の
は
、
先
の
四
五
節
と
同
様
の
事
情
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
二
条
家
が
伝
統
歌
論

を
継
承
す
る
六
条
家
秘
伝
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
う
と
六
条
家
寄
り
に
記
さ
れ
た
賛
辞
の
言
葉
を
、
こ
こ
に
引

用
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、『
井
蛙
抄
』
の
記
述
に
よ
る
と
、「
六
条
家
と
二
条
家
」
の
合
流
の
事
象
を
推
測
さ
せ
て
く

れ
る
の
で
あ
る
。

二
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
に
つ
い
て

同
本
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
〇１９９８

年
一
〇
月
に
、
片
桐
洋
一
氏
に
よ
る
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
の
刊
行
（
注
９
）
と
と
も
に
、

詳
細
な
「
解
説
」
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
細
部
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
片
桐
氏
の
論
考
を
傾
聴
し
た
上
で
、
二
―
三
の
私

見
を
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
片
桐
氏
は
同
本
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
証
を
行
っ
た
末
に
、
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

『
毘
沙
門
堂
旧
蔵
本
古
今
集
注
』
は
、
六
条
家
の
末
流
と
も
い
う
べ
き
知
家
・
行
家
の
流
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
も
の
を
、
お
そ
ら
く
は
、

延
慶
三１３１０

年
の
『
延
慶
両
卿
訴
陳
状
』
に
見
ら
れ
る
歌
壇
史
的
状
況
の
中
で
、
二
条
正
流
と
は
距
離
を
置
く
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
そ

し
て
そ
れ
ゆ
え
に
京
極
為
兼
に
好
意
を
抱
く
人
物
が
今
の
形
に
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
同
書
２８
頁
）
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こ
こ
で
、「
六
条
家
の
末
流
と
も
い
う
べ
き
知
家
・
行
家
の
流
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
」
と
す
る
の
は
、
引
用
の
古
今
集
本
文
や
傍
書
部
分

の
本
文
が
「
六
条
家
の
流
れ
を
汲
む
人
や
二
条
家
の
流
れ
を
汲
む
人
か
ら
の
相
伝
を
得
て
校
合
し
た
り
、
そ
の
ま
ま
に
採
用
し
た
り
し
て
い

る
」（
同
書
１１
頁
）
か
ら
と
す
る
。
知
家
・
行
家
を
「
六
条
家
の
末
流
」
と
す
る
の
は
他
に
正
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
「
二
条
家
正
流
と
は
距
離
を
置
く
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
ま
で
に
家
説
の
相
伝
状
況
を
伝
え
て
い
る
、

延
慶
三１３１０

年
に
成
立
の
『
延
慶
両
卿
訴
陳
状
』（
注
１０
）、
応
永
一
七１４１０

年
成
立
の
『
了
俊
歌
学
書
』（
注
１１
）
な
ど
に
よ
り
、
定
家

の
口
伝
を
継
承
し
て
い
る
は
ず
の
二
条
家
・
冷
泉
家
・
京
極
家
の
三
家
間
に
、
相
伝
上
の
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
片
桐
氏
は
次
の
よ
う
に
付
記
し
て
い
る
。

そ
の
伝
授
の
対
象
は
、
中
央
の
歌
壇
や
文
芸
文
化
と
は
隔
絶
し
た
場
所
に
い
て
、
そ
の
中
央
の
文
化
と
権
威
を
求
め
る
武
士
や
法
体
の

人
々
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
（
同
右
）

伝
授
の
対
象
を
「
武
士
や
法
体
の
人
々
」
と
す
る
の
は
、
為
家
の
妻
に
宇
都
宮
頼
綱
女
を
迎
え
、
為
氏
・
為
教
を
得
た
こ
と
、
ま
た
、
為

相
の
母
と
な
る
阿
仏
尼
が
相
続
争
い
で
関
東
に
直
訴
し
て
勝
利
を
得
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
歌
の
家
で
あ
る
御
子
左
家
さ
え
も
、
武
士
と
縁

続
き
の
家
計
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
二
条
家
の
正
当
な
継
承
者
と
し
て
、
初
め
て
法
体
の
頓
阿
が
な
っ
た
こ
と
も
見
逃

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

片
桐
氏
の
こ
れ
ら
の
推
測
は
、
同
氏
の
卓
見
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
れ
に
あ
や
か
っ
て
私
見
を
述
べ
る
と
、
本
稿
で
扱
う
「
六

条
家
と
二
条
家
」
の
合
流
に
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
あ
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
と
は
い
え
、
頓
阿
の

時
代
に
す
で
に
そ
の
事
象
は
顕
れ
て
い
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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六
条
家
は
隆
教
の
一
子
、
隆
朝
、
さ
ら
に
行
輔
の
代
で
、
歌
の
家
と
し
て
の
役
割
を
消
失
す
る
。『
井
蛙
抄
』
に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
の

は
、
隆
教
ま
で
で
あ
っ
た
。

『
井
蛙
抄
』
巻
六
（
雑
談
篇
）
に
は
、
為
世
か
ら
伝
授
し
た
二
条
家
秘
伝
を
記
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
冷
泉
家
・
津
守
家
、
そ
し
て
六
条
家

な
ど
の
他
家
秘
伝
ま
で
も
が
記
さ
れ
て
い
る
（
注
１２
）。
こ
の
こ
と
は
家
の
書
が
持
っ
て
い
た
一
家
相
伝
の
ル
ー
ル
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、『
井
蛙
抄
』
に
は
そ
の
よ
う
な
他
家
秘
伝
が
記
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
二
条
家
が
そ
の
権
威

を
失
く
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
為
相
の
一
子
、
為
秀
を
当
主
と
す
る
冷
泉
家
が
台
頭
す
る
と
き
も
、
伝
統
の
六
条
家
が
消
滅
し

て
い
く
と
い
う
歌
壇
の
状
況
で
、
二
条
家
が
い
ま
だ
そ
の
秘
伝
の
受
け
皿
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
二
条
家
が
消
滅
し
、
そ
の
受
け
皿
と
し
て
冷
泉
家
が
生
き
残
る
よ
う
に
な
る
（
注
１３
）。

今
回
は
そ
の
端
緒
と
し
て
、「
六
条
家
と
二
条
家
」
の
合
流
の
事
象
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

注
記

（
１
）
頓
阿
は
二
条
家
正
統
の
伝
授
（
受
）
者
で
あ
る
。『
古
今
伝
授
血
脈
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

為
世
卿
（
新
後
撰
、
続
千
載
撰
者
）
―
―
―
頓
阿
（
享
保
九
年
一
一
月
二
二
日
霊
元
院
法
皇
仰
云
、
草
庵
集
ハ
頓
阿
自
撰
也
、
頓
阿
ハ
為
世
卿
門
弟
に
て
二
条
家

伝
授
人
也
）
―
―
―
経
賢

（
２
）
平
成
二
三
年
年
一
〇
月
二
九
日
―
三
〇
日
開
催
の
、
和
歌
文
学
会
第
五
七
回
大
会
（
於

龍
谷
大
学
）
の
口
頭
発
表
に
お
い
て
、
藤
本
孝
一
氏
は
「
擬
定
家

本
に
つ
い
て
―
二
条
家
本
・
三
井
寺
本
の
写
本
研
究
」
と
題
す
る
報
告
後
の
質
疑
応
答
の
中
で
、「
冷
泉
家
の
古
文
書
に
は
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
六
条
家
歌
書
が

存
在
す
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
３
）『
井
蛙
抄
』
巻
六
の
本
文
は
天
理
図
書
館
蔵
本
を
底
本
と
し
た
、
拙
著
『
井
蛙
抄
雑
談
篇

注
釈
と
考
察
』（
和
泉
書
院
、
平
成
一
八
年
三
月
）
を
使
用
し
て

い
る
。
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（
４
）
俊
成
著
『
古
来
風
体
抄
』
に
、「
歌
は
た
だ
よ
み
あ
げ
も
し
、
詠
じ
も
し
た
る
に
、
何
と
な
く
艶
に
も
あ
は
れ
に
も
聞
ゆ
る
事
の
あ
る
な
る
べ
し
。
も
と
よ
り

詠
歌
と
い
ひ
て
、
声
に
つ
き
て
善
く
も
悪
し
く
も
聞
ゆ
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
部
分
。
ま
た
、
西
行
歌
を
判
じ
た
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
に
、「
鴫
立
つ
沢
の
と
い

へ
る
、
心
幽
玄
に
、
姿
及
び
難
し
」（
十
八
番
右
歌
）
と
あ
る
部
分
。

（
５
）
三
輪
正
胤
著
『
歌
学
秘
伝
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
三
月
）
参
照
。
家
隆
流
に
は
『
和
歌
灌
頂
次
第
秘
密
抄
』（
第
一
類
本
、
一
部
が
「
六
条
家

秘
抄
」）
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

（
６
）
俊
成
・
定
家
の
歌
論
を
見
る
と
、
俊
成
が
大
部
の
万
葉
集
秀
歌
が
引
用
し
て
い
る
（『
古
来
風
体
抄
』
上
）
の
に
対
し
、
定
家
は
「
常
観
念
古
歌
之
景
気
可
染

心
」
と
し
、
見
習
う
べ
き
歌
と
し
て
、「
古
今
・
伊
勢
物
語
・
後
撰
・
拾
遺
・
三
十
六
人
集
」
を
挙
げ
て
い
る
（『
詠
歌
大
概
』）。

（
７
）
佐
々
木
孝
浩
「
九
条
隆
博
伝
の
考
察
（
一
）（
二
）
―
永
仁
勅
撰
撰
者
の
生
涯
」（『
三
田
國
文
』
第
一
四
号
お
よ
び
第
一
六
号
所
収
、
平
成
三
年
六
月
お
よ
び

同
四
年
六
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
井
上
宗
雄
氏
の
大
著
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究

南
北
朝
期
』（
改
訂
新
版
、
明
治
書
院
、
昭
和
六
二
年
五
月
）。
井
上
氏
に
よ
る
博
捜
を
参
照
し
て
、
隆
教
の

失
跡
を
拾
っ
て
み
る
と
、
隆
教
五
十
歳
の
文
保
二
年
大
嘗
会
歌
の
失
態
（
天
皇
が
事
前
に
為
藤
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
為
藤
は
詠
歌
の
詞
の
不
吉
な
点
を
指
摘
）、

文
保
百
首
に
入
り
な
が
ら
も
続
千
載
集
（
撰
者
二
条
為
世
）
に
入
集
せ
ず
、
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、「
為
世
と
の
間
に
何
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

と
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
八
木
書
店
よ
り
発
行
。
片
桐
洋
一
編
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
は
、
本
文
影
印
の
後
に
、
２５
頁
か
ら
な
る
解
説
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
声
点
付
和
語
語
彙
索

引
」
が
付
さ
れ
る
。

（
１０
）『
延
慶
両
卿
訴
陳
状
』（
東
山
御
文
庫
本
）
に
、「
謌
の
是
非
、
自
身
分
別
せ
し
む
る
の
様
、
授
く
る
を
も
っ
て
本
意
と
な
す
者
か
。
為
世
卿
か
た
が
た
も
っ
て

撰
者
の
器
に
あ
ら
ず
」（
為
兼
第
二
度
陳
状
）
―
「
為
兼
卿
、
自
身
を
堪
能
と
称
さ
っ
と
せ
ば
、
詠
哥
更
に
先
賢
の
秀
逸
に
似
ず
」（
為
世
第
三
度
訴
状
）、「
そ
の

篇
目
等
、
為
世
卿
存
知
の
限
り
に
あ
ら
ず
。
当
家
と
他
人
と
相
交
は
る
事
、
新
古
今
・
続
古
今
の
両
度
な
り
」（
為
兼
第
二
度
陳
状
）
―
「
所
詮
早
か
に
篇
目
を

召
し
下
さ
れ
、
子
細
を
申
す
べ
き
者
な
り
」（
為
世
第
三
度
訴
状
）、「
か
の
卿
相
伝
の
文
書
は
、
定
家
卿
自
筆
の
古
今
集
一
部
、
貞
永
記
二
十
巻
、
青
表
紙
源
氏

物
語
壹
部
な
り
。
源
氏
物
語
の
於
い
て
は
、
為
氏
卿
存
日
に
な
ほ
借
り
失
は
れ
を
は
ん
ぬ
」（
為
兼
第
二
度
陳
状
）
―
「
為
世
所
持
の
文
書
等
、
為
兼
卿
存
知
す

べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
」（
為
世
第
三
度
訴
状
）
な
ど
と
あ
る
（
句
読
点
は
小
川
剛
生
氏
）。

（
１１
）『
了
俊
歌
学
書
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
本
）
に
、「
為
世
卿
の
門
弟
の
中
に
は
、
四
天
王
と
か
云
て
、
か
れ
ら
か
哥
さ
ま
を
…
故
為
秀
卿
の
弟
子
に
成
に
き
。
其
四
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天
王
は
浄
弁
頓
阿
能
与
兼
好
等
也
」「
か
れ
ら
か
申
し
は
、
古
今
の
説
の
事
は
、
昔
、
為
氏
卿
為
世
卿
二
代
の
時
、
為
相
卿
と
問
答
に
、
一
天
下
の
隠
な
く
成
て

侍
し
か
は
、
今
更
二
条
家
を
不
可
改
。
さ
り
な
か
ら
、
今
此
御
門
弟
に
参
て
、
直
に
説
を
う
け
給
に
、
か
の
せ
つ
は
あ
さ
ま
に
成
て
侍
、
と
そ
、
此
法
師
等
は
申

侍
し
。
其
二
条
家
冷
泉
家
の
古
今
の
説
、
相
違
の
条
々
―
（
以
下
略
）」
と
あ
る
部
分
（
句
読
点
は
野
中
）。

（
１２
）
注
３
の
解
説
中
に
、「
天
理
本
『
井
蛙
抄
』
の
性
格
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１３
）
注
（
１
）
の
藤
本
氏
に
よ
る
「
冷
泉
家
と
二
条
家
本
」（『
し
く
れ
て
い
』
第
３４
号
所
収
、
平
成
二
年
九
月
）、
お
よ
び
赤
瀬
信
吾
氏
に
よ
る
「
家
伝
書
籍
古
目

録
少
々
二
通
・
家
蔵
書
目
録
解
題
」（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
中
世
歌
学
集

書
目
集
』
所
収
、
一
九
九
五
年
四
月
）
参
照
。
読
群
書
類
従
本
「
御
子
左
系
図
」

で
は
、（
冷
泉
）
為
相－
為
秀－

為
邦
（
為
為
明
卿
子
）・
為
尹
（
実
為
邦
朝
臣
子
也
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
赤
瀬
氏
は
、
為
尹
の
父
為
邦
が
「
二
条
為
明
の
養
子

と
な
っ
た
た
め
、
為
尹
は
祖
父
為
秀
の
養
子
と
な
っ
た
」「
為
邦
が
二
条
家
を
継
い
だ
関
係
か
ら
、
二
条
家
の
途
絶
し
た
後
、
二
条
家
の
蔵
書
は
為
邦
の
子
の
為

尹
、
さ
ら
に
そ
の
子
の
為
之
へ
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
ら
し
い
」
と
す
る
。
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